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容量市場の在り方等に関する検討会事務局※

※本検討会は、資源エネルギー庁と電力広域的運営推進機関の共同事務局により開催している。

容量市場の需要曲線の算定について

（Net CONEの扱い）
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2１．はじめに

◼ 2025年12月に開催された第109回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会、
および前回12月の本検討会において、指標価格（Net CONE）に関する論点について検討が行わ
れた。

◼ さらに、前回12月の本検討会の内容を踏まえ、引き続き、2026年1月に開催された第110回次世代
電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会において、指標価格（Net CONE）に関す
る論点について検討が行われた。

◼ また、1月28日の調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において、供給信頼度評価における
厳気象・稀頻度リスク分の最適化および追加設備量の見直しについて検討が行われた。

◼ 本日は、1月の国の審議会で行われた検討内容等や、検討に必要となる追加情報の提供として、指
標価格および上限価格の具体的なイメージ等を提示し、指標価格（Net CONE）の検討に関する
ご意見をお伺いする。



3２．国の審議会における指標価格（Net CONE）の検討状況

◼ 第110回 制度検討作業部会において、これまでの議論とともに、容量市場における供給力確保の考
え方と、指標価格（Net CONE）および上限価格の見直しに関する論点について検討が行われた。



4（参考）第110回制度検討作業部会資料より
「電力システム改革の検証を踏まえた 制度設計WGとりまとめ」より

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



5（参考）第110回制度検討作業部会資料より
「電力システム改革の検証を踏まえた 制度設計WGとりまとめ」より

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



6（参考）第110回制度検討作業部会資料より
容量市場における供給力確保量の向上に向けた方策について

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



7（参考）第110回制度検討作業部会資料より
容量市場における供給力確保向上に向けた対応案

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



8（参考）第110回制度検討作業部会資料より
容量市場における供給力確保向上に向けた対応案

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



9（参考）第115回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料より
厳気象・稀頻度リスク分の最適化および追加設備量の見直し

第113回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料より（2025.11.26）



10（参考）第115回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料より
厳気象・稀頻度リスク分の最適化および追加設備量の見直し

第115回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料より（2026.1.28）



11（参考）第115回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料より
厳気象・稀頻度リスク分の最適化および追加設備量の見直し

第115回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料より（2026.1.28）



12（参考）第110回制度検討作業部会資料より
容量市場における供給力確保向上に向けた対応案

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



13（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格（Net CONE）および上限価格の見直しについて

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



14（参考）第110回制度検討作業部会資料より
これまでのオークションにおける「需要曲線と供給曲線」

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



15（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格を見直す必要性について①

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



16（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格を見直す必要性について②

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



17（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格（Net CONE）の見直しにおける補足事項

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



18（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格（Net CONE）の見直しについて

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



19（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格（Net CONE）算定におけるモデルプラントについて①

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



20（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格（Net CONE）算定におけるモデルプラントについて②

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



21（参考）第110回制度検討作業部会資料より
海外における指標価格（Net CONE）、上限価格、モデルプラントについて

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



22（参考）第110回制度検討作業部会資料より
容量市場における新設電源の参入について①

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



23（参考）第110回制度検討作業部会資料より
容量市場における新設電源の参入について②

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



24（参考）第110回制度検討作業部会資料より
新規電源（運転開始から0~5年）の落札状況

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



25（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格（Net CONE）の価格水準について

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



26（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格・上限価格について➀

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



27（参考）第110回制度検討作業部会資料より
指標価格・上限価格について②

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



28３．指標価格・上限価格の見直し案のイメージと影響の想定について

◼ 第110回 制度検討作業部会において、容量市場における指標価格・上限価格の見直しについて検
討が行われ、指標価格や上限価格の見直しによる影響や、小売電気事業者に対する容量拠出金
負担水準の激変緩和策など、その対応策も含めて判断するとされている。

◼ 本検討会では、国の審議会で示された各案の具体的なイメージや特徴を示す。

案１：指標価格の引き上げ

案３：現状維持

案２：上限価格のみ引き上げ

指標価格・上限価格の案（1/2/3）

案①：指標価格の段階的な引き上げ

案②：シングルプライス領域の上限設定

影響緩和措置案（①/②）

案A：指標価格で設定

案Ｂ：全国交点で設定

影響緩和措置案（A/B/C/D）

（上記に同じく）

案C：現行水準の
上限価格で設定

案D：調達量で設定

措置なし

＜価格での上限設定＞

＜調達量での上限設定＞



29３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
案１：指標価格の引き上げ（イメージ）

調達量[kW]

Net CONE
(指標価格) 

[1.0万円/kW]

価格
[万円/kW]

上限価格
[1.5万円/kW]

指標価格を2万円/kWとした場合の需要曲線

Net CONE
(指標価格) 
[2.0万円/kW]

上限価格
[3.0万円/kW]

現行（指標価格：1万円/kW）の需要曲線

落札可能な
応札価格の領域

◼ 案1（指標価格の引き上げ）について、具体的なイメージを示す。

◼ 需要曲線の特徴や、約定結果への影響は以下が想定される。

➢ 指標価格を2万円/kWとした場合、上限価格は3万円/kW（指標価格の1.5倍）で設定される。

➢ 指標価格を2万円/kWとした場合、約定処理での全国約定のシングルプライス領域の上限は3万円/kW、約
定処理でエリアの市場分断が生じた際のマルチプライス領域の上限も3万円/kWとなる。

➢ 現行の需要曲線と比較すると、応札価格の高い電源に対して約定する可能性を与えることとなる。

落札可能な
応札価格の領域

調達量[kW]



30３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
（参考）指標価格の引き上げ（容量拠出金の試算）

◼ 指標価格を2万円/kWとした場合の需要曲線と、実需給2029年度メインオークションの供給曲線を
用いて、簡易的な約定処理のシミュレーションを行ったところ、経過措置を考慮しない容量拠出金総額
は、実需給2029年度メインオークション結果と比べ、約0.3兆円増（約1.1倍）となる試算結果※と
なった。

調達量[kW]

価格
[円/kW]

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0 50,000 100,000 150,000 200,000

指標価格を2万円/kWとした需要曲線

実需給2029年度のメインオークションの需要曲線

実需給2029年度メインオークションの供給曲線

■約定総容量：1億6,800万kW
（実需給2029年度メインオークション：1億6,600万kW）

簡易的なシミュレーションによる約定処理結果（試算）

※ 実需給2029年度メインオークション約定結果と比較し、約定総容量が約200万kW増加



31３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
影響緩和措置について

◼ 国の審議会では、指標価格・上限価格の見直し案における案１（指標価格の引き上げ）について、
小売電気事業者に対する影響緩和措置案が示された。

◼ 影響緩和措置案については、指標価格（Net CONE）を段階的に上げる案①と、シングルプライス
領域に上限を設定する案②が示され、案②については価格での上限設定とした具体案（案A/案B/
案C）と、調達量での上限設定とした具体案（案D）が示された。

◼ 指標価格を引き上げる案1の需要曲線をもとに、影響緩和措置案に対する具体的なイメージを示す。

案１：指標価格の引き上げ

案３：現状維持

案２：上限価格のみ引き上げ

案①：指標価格の段階的な引き上げ

案②：シングルプライス領域の上限設定

案A：指標価格で設定

案Ｂ：全国交点で設定

（上記に同じく）

案C：現行水準の
上限価格で設定

案D：調達量で設定

措置なし

＜価格での上限設定＞

＜調達量での上限設定＞

指標価格・上限価格の案（1/2/3） 影響緩和措置案（①/②） 影響緩和措置案（A/B/C/D）



32３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
指標価格（Net CONE）の段階的な引き上げ（案①）について

◼ 影響緩和措置案として示された、指標価格（Net CONE）を段階的に引き上げる方法（案①）
の具体的なイメージを以下に示す。

➢ 数年後に最新のコスト諸元を用いた指標価格での需要曲線となるよう、移行期間中は現行の指標価格（上
限価格）に毎年定額を加算する形で段階的に引き上げていくイメージとなる。

➢ 今後も定期的に発電コスト検証WGの試算結果が公表される可能性を踏まえると、2～3年かけた段階的な
引き上げであれば、毎年定額に近い形での引き上げが可能と想定。

１年目

２年目

３年目

実需給2029年度の
メインオークションの需要曲線

指標価格2万円/kWとした
需要曲線

調達量[kW]

価格
[円/kW]

３年目

■３年目以降：3.0万円/kW

■１年目 ：2.0万円/kW

■２年目 ：2.5万円/kW

上限価格の推移

指標価格の推移 ２年目

１年目

上限価格の推移

（参考）現行：1.5万円/kW

3年かけて引き上げた場合のイメージ



33３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
シングルプライス領域の上限設定（案②）について

◼ 影響緩和措置案として示されたシングルプライス領域の上限設定案（案②）は、以下4つの具体案
（案A～D）となる。

➢ 案A：指標価格（Net CONE）以上で応札されている電源等はマルチプライス方式を適用

➢ 案B：全国の需要曲線と供給曲線の交点（全国交点）以上で応札されている電源等はマルチプライス

方式を適用

➢ 案C：現行水準の上限価格（実需給2029年度メインオークションの上限価格：約1.5万円/kW）以上で

応札されている電源等はマルチプライス方式を適用

➢ 案D：目標調達量から「厳気象および稀頻度リスクに該当する容量」を控除した容量以上はマルチプライス

方式を適用

◼ 次ページ以降に、案A～Dの具体的なイメージや特徴を示す。

第110回制度検討作業部会資料より（2026.1.23）



34

◼ 容量市場の約定処理では、応札をもとに供給曲線を作成のうえ、全国の需要曲線と供給曲線の交
点（全国交点）を作成し、さらに全国の供給信頼度に対して供給信頼度が劣後しているエリア（ブ
ロックを）「不足エリア」において、追加的な約定処理（追加処理※）を行う。

◼ 追加処理が生じたエリアでは、最後に追加した電源等の応札価格がそのエリアの約定価格（「エリアプ
ライス」）となる。

◼ なお、追加処理する電源等の応札価格が隣接エリアのエリアプライスの1.5倍を超える場合は、追加
処理により追加された電源の約定価格はマルチプライス方式が適用される。

（目標調達量）

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

シングルプライス領域

シングルプライスまたは
マルチプライス領域

約定電源の約定価格例

※減少処理に関する説明は省略している。

約定候補電源の領域別約定ルール

３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
（参考）現行の約定処理の手順

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

A
3

A
2

A
1

B
1

・・・

・・・

・・・

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

C
3C

2

C
1

D
1

・・・

・・・

・・・

隣接エリアBの
エリアプライス
×1.5

隣接エリアDの
エリアプライス
×1.5

エリアAのエリアプライス

エリアBのエリアプライス

エリアCのエリアプライス

マルチプライス方式が適用される応札情報

シングルプライス方式が適用される応札情報

エリアDのエリアプライス

＊A3、B1、C3、D1は、各エリアで最も高い落札電源の応札価格



35３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
案A：指標価格（Net CONE）以上はマルチプライス方式を適用

※減少処理がある場合を除く。

◼ 影響緩和措置案の案A（Net CONE以上をマルチプライス）の具体的なイメージを示す。

◼ 現行の約定処理の手順からの主な変更点や、約定結果に対する影響は以下が想定される。

➢ 追加処理する電源等の応札価格が隣接エリアのエリアプライスの1.5倍を超える場合以外に、応札価格が指
標価格以上の電源は全てマルチプライス方式が適用される。

➢ 全国交点が指標価格以上となる場合、全エリア※のエリアプライスが指標価格となる。

※減少処理があり、減少処理のあったエリアの減少処理後の最も高い落札電源の応札価格が指標価格以下となる場合を除く。

（目標調達量）

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

マルチプライス領域

シングルプライスまたは
マルチプライス領域

約定候補電源の領域別約定ルール

シングルプライス領域

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

A
3

A
2

A
1

B
1

・・・

・・・

・・・

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

C
3

C
2

C
1

D
1

・・・

・・・

・・・

隣接エリアBの
エリアプライス
×1.5

全国交点価格

マルチプライス方式が適用される応札情報

シングルプライス方式が適用される応札情報

全エリアのエリアプライス
（＝指標価格）

エリアAのエリアプライス

エリアBのエリアプライス

約定電源の約定価格例

＊A3、B1、C3、D1は、各エリアで最も高い落札電源の応札価格



36３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
案B：全国の需要曲線と供給曲線の交点以上はマルチプライス方式を適用

◼ 影響緩和措置案の案B（全国交点以上をマルチプライス）の具体的なイメージを示す。

◼ 現行の約定処理の手順からの主な変更点や、約定結果に対する影響は以下が想定される。

➢ 追加処理される電源等の約定価格は、全てマルチプライス方式が適用される。

➢ 全エリア※のエリアプライスが全国交点での価格となる。

（目標調達量）

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

シングルプライス領域

マルチプライス領域

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

A
3

A
2

A
1

B
1

・・・

・・・

・・・

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

C
3

C
2

C
1

D
1

・・・

・・・

・・・

全エリアの
エリアプライス

全エリアの
エリアプライス

マルチプライス方式が適用される応札情報

シングルプライス方式が適用される応札情報

※減少処理があり、減少処理のあったエリアの減少処理後の最も高い落札電源の応札価格が全国交点以下となる場合を除く。

約定候補電源の領域別約定ルール 約定電源の約定価格例

＊A3、B1、C3、D1は、各エリアで最も高い落札電源の応札価格

価格[円／kW]



37３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
案C：現行水準の上限価格（約1.5万円/kW）以上はマルチプライス方式を適用

※減少処理がある場合を除く。

◼ 影響緩和措置案の案C（現行水準の上限価格（約1.5万円/kW）以上をマルチプライス）の具
体的なイメージを示す。

◼ 現行の約定処理の手順からの主な変更点や、約定結果に対する影響は以下が想定される。

➢ 追加処理する電源等の入札価格が隣接エリアのエリアプライスの1.5倍を超える場合以外に、応札価格が現
行の上限価格以上の電源は全てマルチプライス方式が適用される。

➢ 全国交点が現行の上限価格以上となる場合、全エリア※のエリアプライスが現行の上限価格となる。

※減少処理があり、減少処理のあったエリアの減少処理後の最も高い落札電源の応札価格が現行の上限価格以下となる場合を除く。

（目標調達量）

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

マルチプライス領域

シングルプライスまたは
マルチプライス領域

（現行の上限価格）

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

A
3

A
2

A
1

B
1

・・・

・・・

・・・

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

C
3

C
2

C
1

D
2

・・・

・・・

・・・

隣接エリアBの
エリアプライス×1.5

エリアBのエリアプライス

（＝現行の上限価格） （＝現行の上限価格）
エリアAのエリアプライス 全エリアのエリアプライス

マルチプライス方式が適用される応札情報

シングルプライス方式が適用される応札情報

シングルプライス領域

約定候補電源の領域別約定ルール 約定電源の約定価格例

＊A3、B1、C3、D1は、各エリアで最も高い落札電源の応札価格



38３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
案D：目標調達量から「一定の容量」を控除した容量以上はマルチプライス方式を適用

◼ 影響緩和措置案の案D（目標調達量から「厳気象および稀頻度リスクに該当する容量」を控除した
容量以上をマルチプライス）の具体的なイメージを示す。

◼ 現行の約定処理の手順からの主な変更点や、約定結果に対する影響は以下が想定される。

➢ 目標調達量から「厳気象および稀頻度リスクに該当する容量」を控除した位置にある応札情報の価格が全エ
リア※のエリアプライスとなり、それ以降の応札情報には全てマルチプライス方式が適用される。

（目標調達量）

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

マルチプライス領域

シングル
プライス
領域

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

A
3

A
2

A
1

B
1

・・・

・・・

・・・

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

C
3

C
2

C
1

D
2

・・・

・・・

・・・

全エリアの
エリアプライス

※減少処理があり、減少処理のあったエリアの減少処理後の最も高い落札電源の応札情報が全国のエリアプライスを決めた入札情報の入札価格よりも低くなる場合を除く。

全エリアの
エリアプライス

マルチプライス方式が適用される応札情報

シングルプライス方式が適用される応札情報

厳気象および稀頻度
リスクに該当する容量

厳気象および稀頻度リスクに該当する容量 厳気象および稀頻度リスクに該当する容量

約定候補電源の領域別約定ルール 約定電源の約定価格例

＊A3、B1、C3、D1は、各エリアで最も高い落札電源の応札価格



39３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
シングルプライス領域の上限設定（案②）における案Ａ～Ｄのまとめ

◼ シングルプライス領域の上限設定（案②）における案Ａ～Ｄのイメージや特徴について、以下にまとめ
た。

シングルプライスまたは
マルチプライス領域

案C：現行水準の上限価格以上がマルチ

案B：全国交点以上がマルチ

マルチプライス領域

シングルプライス領域

案A：指標価格（Net CONE）以上がマルチ

シングルプライスまたは
マルチプライス領域

厳気象および稀頻度リスクに該当する容量

案D：「厳気象稀頻度リスク容量」を控除した容量以上がマルチ

・新旧の発電コスト検証WGの
諸元を使うことになる

・エリア間値差がなくなる

・エリア間値差がなくなる

・応札者にマルチプライス方式が適用
される価格水準が想定されない

シングルプライス領域

シングルプライス領域

マルチプライス領域

マルチプライス領域

マルチプライス領域

シングルプライス領域

【特徴】

・応札者にマルチプライス方式が適用
される価格水準が想定されない

【特徴】

【特徴】 【特徴】

・シングルプライスは指標価格まで
となる

・シングルプライスは現行水準の
上限価格までとなる

・シングルプライスは上限価格まで
となる

・シングルプライスは上限価格までと
なり、垂直線（左図の赤線）との
交点がシングルプライスとなる
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◼ シングルプライス領域に上限を設けた場合、上限を超える応札価格の電源等に対してマルチプライス
方式を適用する案（案A～D）以外に、2段階目のシングルプライス方式を適用する案も考えられる。

◼ 例として案Bを元に、2段階目のシングルプライス方式を適用する案B‘のイメージを以下に示す。

➢ 全国交点までの電源等の約定価格は、全て※ 「１段階目シングルプライス」が適用される。

➢ 追加処理が生じたエリアでは、最後に追加した電源等の応札価格がそのエリアの「2段階目エリアプライス」とな
り、追加処理した電源等の約定価格に適用される。なお、追加処理する電源等の入札価格が隣接エリアのエ
リアプライスの1.5倍を超える場合は、その電源等の約定価格にはマルチプライス方式が適用される。

（目標調達量）

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

１段階目シングルプライス領域

２段階目シングルプライス
または

マルチプライス領域 （指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

A
3

A
2A

1

B
1

・・・

・・・

・・・

（指標価格）

（上限価格）

調達量[kW]

価格[円／kW]

C
3

C
2

C
1

D
1

・・・

・・・

・・・

隣接エリアBの
エリアプライス
×1.5

隣接エリアDの
エリアプライス
×1.5

約定電源の約定価格例約定候補電源の領域別約定ルール

全エリアの１段目
エリアプライス

エリアAの２段階目
エリアプライス

エリアCの２段階目
エリアプライス

マルチプライス方式が適用される応札情報

１段目シングルプライス方式が適用される応札情報

２段目シングルプライス方式が適用される応札情報

３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
シングルプライス約定の2段階化

＊A3、B1、C3、D1は、各エリアで最も高い落札電源の応札価格

※減少処理があり、減少処理のあったエリアの減少処理後の最も高い落札電源の応札価格が全国交点以下となる場合を除く。



41３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
案２：上限価格のみ引き上げ

◼ 国の審議会において、指標価格（Net CONE）は現状維持とし、上限価格のみをNet CONEの
1.5倍以上に見直す案2（上限価格のみ引き上げ）が示された。

◼ 案2の具体的なイメージを示す。

➢ 上限価格を3万円/kWとした場合、需要曲線の形状など、特徴は案1とほぼ同様となる。

➢ 需要曲線の作成について、指標価格（Net CONE）は現行の2015年発電コスト検証WGの諸元を参照
し設定する一方で、上限価格は新設電源の価格水準をもとに設定する必要があり、最新の発電コスト検証
WGの諸元を参照する場合は需要曲線の作成に新旧の発電コスト検証ＷＧの諸元を用いることになる等、
需要曲線を作成することの難しさが生じる。

調達量[kW]

価格
[万円/kW]

１

２

現行（2015年）の発電コスト検証WGベース
でNet CONEの算定を継続する必要

１.５

最新の発電コスト検証WG等を参考とし、新設電源が
参入できる水準の上限価格を設定する必要

・発電コスト検証WGから算出したNet CONE
・上記Net CONE×1.5倍（これまでと同様）

など

上限価格3万円/kW
とした需要曲線

上限価格2万円/kW
とした需要曲線

実需給2029年度の
メインオークションの需要曲線

3 
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◼ 国の審議会においては、指標価格および上限価格ともに変更しない案3（現状維持）も示された。

◼ 案3について、懸念事項としては以下が示された。

➢ 案1および案2と比較すると、容量拠出金の増加がないものの、供給力確保の課題に対応することができない
可能性があること。

➢ 2015年発電コスト検証WGの結果を使用したままの指標価格は、指標性の観点から課題が残る可能性が
あること。

３．指標価格・上限価格の見直しのイメージと影響の想定について
案３：現状維持



43４．まとめ

◼ 本日は、国の審議会で検討が行われている指標価格および上限価格の見直し案について、各案の
具体的なイメージや特徴を示したので、需要曲線における指標価格と上限価格の見直しや、小売電
気事業者に対する影響緩和措置に関するご意見をお伺いしたい。

◼ 本日の議論の内容は国の審議会と連携を図りつつ、引き続き検討を進める。


